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「ほほえみ」定期積金規定 

 

１（省略） 

 

２．（口座振替による掛金の払込み） 

(1) この積金は、あらかじめ指定された貯金口座からの振替により掛金を払い込むことができます。

この場合は、あらかじめ当組合（会）所定の書面によって当店に届出てください。 

(2) この貯金の掛込日（掛込日が休日の場合は、翌営業日）に、掛込口座欄で指定する口座から、積

金契約者へ通知することなく、掛込額を引落しのうえ掛込を行います。この場合、貯金規定または

当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は行いません。 

  ① 掛込日において、掛込額が振替口座から払い戻すことのできる金額（振替条件で「貸越が発

生しても掛込」を指定したときは、当座貸越を利用できる金額を含む。）を超えるときは、掛込日

から７営業日までの期間に限り前項と同様に掛込を行います。また、７営業日を超えて掛込ができ

なかった場合は、積金契約者へ通知することなく当該掛込を中止します。ただし、2021 年 10 月 1

日以降、新たに口座を開設もしくは再契約した積金については、次回以降の掛込日に中止した掛込

分も含め振替口座から掛込みを行います。なお、その場合には、掛込日が古いものから順に掛込額

単位で掛込みを行います。 

(3) 定期積金口座振替契約は、定期積金口座振替依頼書の掛込口座欄で指定される貯金が解約され

たとき、または積金契約者から書面の届け出を受けて、掛込方法が口座振替から他の方法に変更さ

れたときに終了するものとします。 

  なお、自動再契約の特約により再契約する定期積金の掛金についても、同様に口座振替を行いま

す。 

 

３～２３.（省略） 

以上 

（令和 3年 10月 1日現在） 

「ほほえみ」定期積金規定 

 

１（省略） 

 

２．（口座振替による掛金の払込み） 

(1) この積金は、あらかじめ指定された貯金口座からの振替により掛金を払い込むことができます。

この場合は、あらかじめ当組合（会）所定の書面によって当店に届出てください。 

(2) この貯金の掛込日（掛込日が休日の場合は、翌営業日）に、掛込口座欄で指定する口座から、積

金契約者へ通知することなく、掛込額を引落しのうえ掛込を行います。この場合、貯金規定または

当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は行いません。 

  ① 掛込日において、掛込額が振替口座から払い戻すことのできる金額（振替条件で「貸越が発

生しても掛込」を指定したときは、当座貸越を利用できる金額を含む。）を超えるときは、掛込日

から７営業日までの期間に限り前項と同様に掛込を行います。また、７営業日を超えて掛込ができ

なかった場合は、積金契約者へ通知することなく当該掛込を中止します。（追加） 

(3) 定期積金口座振替契約は、定期積金口座振替依頼書の掛込口座欄で指定される貯金が解約され

たとき、または積金契約者から書面の届け出を受けて、掛込方法が口座振替から他の方法に変更さ

れたときに終了するものとします。 

  なお、自動再契約の特約により再契約する定期積金の掛金についても、同様に口座振替を行いま

す。 

 

 

 

３～２３.（省略） 

 

以上 

（令和 3年 4月 1日現在） 

「湯遊（ゆ～ゆ～）」定期積金規定 

 

１（省略） 

 

２．（口座振替による掛金の払込み） 

(1) この積金は、あらかじめ指定された貯金口座からの振替により掛金を払い込むことができます。

この場合は、あらかじめ当組合（会）所定の書面によって当店に届出てください。 

(2) この貯金の掛込日（掛込日が休日の場合は、翌営業日）に、掛込口座欄で指定する口座から、積

金契約者へ通知することなく、掛込額を引落しのうえ掛込を行います。この場合、貯金規定または

当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は行いません。 

  ① 掛込日において、掛込額が振替口座から払い戻すことのできる金額（振替条件で「貸越が発

生しても掛込」を指定したときは、当座貸越を利用できる金額を含む。）を超えるときは、掛込日

から７営業日までの期間に限り前項と同様に掛込を行います。また、７営業日を超えて掛込ができ

なかった場合は、積金契約者へ通知することなく当該掛込を中止します。ただし、2021 年 10 月 1

日以降、新たに口座を開設もしくは再契約した積金については、次回以降の掛込日に中止した掛込

分も含め振替口座から掛込みを行います。なお、その場合には、掛込日が古いものから順に掛込額

単位で掛込みを行います。 

(3) 定期積金口座振替契約は、定期積金口座振替依頼書の掛込口座欄で指定される貯金が解約され

たとき、または積金契約者から書面の届け出を受けて、掛込方法が口座振替から他の方法に変更さ

「湯遊（ゆ～ゆ～）」定期積金規定 

 

１（省略） 

 

２．（口座振替による掛金の払込み） 

(1) この積金は、あらかじめ指定された貯金口座からの振替により掛金を払い込むことができます。

この場合は、あらかじめ当組合（会）所定の書面によって当店に届出てください。 

(2) この貯金の掛込日（掛込日が休日の場合は、翌営業日）に、掛込口座欄で指定する口座から、積

金契約者へ通知することなく、掛込額を引落しのうえ掛込を行います。この場合、貯金規定または

当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は行いません。 

  ① 掛込日において、掛込額が振替口座から払い戻すことのできる金額（振替条件で「貸越が発

生しても掛込」を指定したときは、当座貸越を利用できる金額を含む。）を超えるときは、掛込日

から７営業日までの期間に限り前項と同様に掛込を行います。また、７営業日を超えて掛込ができ

なかった場合は、積金契約者へ通知することなく当該掛込を中止します。（追加） 

(3) 定期積金口座振替契約は、定期積金口座振替依頼書の掛込口座欄で指定される貯金が解約され

たとき、または積金契約者から書面の届け出を受けて、掛込方法が口座振替から他の方法に変更さ

れたときに終了するものとします。 

  なお、自動再契約の特約により再契約する定期積金の掛金についても、同様に口座振替を行いま

す。 
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れたときに終了するものとします。 

  なお、自動再契約の特約により再契約する定期積金の掛金についても、同様に口座振替を行いま

す。 

 

３～２３.（省略） 

以上 

（令和 3年 10月 1日現在） 

 

 

 

３～２３.（省略） 

 

以上 

（令和 3年 4月 1日現在） 

冠婚葬祭定期積金「おおぞら」規定 

 

１（省略） 

 

２．（口座振替による掛金の払込み） 

(1) この積金は、あらかじめ指定された貯金口座からの振替により掛金を払い込むことができます。

この場合は、あらかじめ当組合（会）所定の書面によって当店に届出てください。 

(2) この貯金の掛込日（掛込日が休日の場合は、翌営業日）に、掛込口座欄で指定する口座から、積

金契約者へ通知することなく、掛込額を引落しのうえ掛込を行います。この場合、貯金規定または

当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は行いません。 

  ① 掛込日において、掛込額が振替口座から払い戻すことのできる金額（振替条件で「貸越が発

生しても掛込」を指定したときは、当座貸越を利用できる金額を含む。）を超えるときは、掛込日

から７営業日までの期間に限り前項と同様に掛込を行います。また、７営業日を超えて掛込ができ

なかった場合は、積金契約者へ通知することなく当該掛込を中止します。ただし、2021 年 10 月 1

日以降、新たに口座を開設もしくは再契約した積金については、次回以降の掛込日に中止した掛込

分も含め振替口座から掛込みを行います。なお、その場合には、掛込日が古いものから順に掛込額

単位で掛込みを行います。 

(3) 定期積金口座振替契約は、定期積金口座振替依頼書の掛込口座欄で指定される貯金が解約され

たとき、または積金契約者から書面の届け出を受けて、掛込方法が口座振替から他の方法に変更さ

れたときに終了するものとします。 

  なお、自動再契約の特約により再契約する定期積金の掛金についても、同様に口座振替を行いま

す。 

 

３～２３.（省略） 

以上 

（令和 3年 10月 1日現在） 

冠婚葬祭定期積金「おおぞら」規定 

 

１（省略） 

 

２．（口座振替による掛金の払込み） 

(1) この積金は、あらかじめ指定された貯金口座からの振替により掛金を払い込むことができます。

この場合は、あらかじめ当組合（会）所定の書面によって当店に届出てください。 

(2) この貯金の掛込日（掛込日が休日の場合は、翌営業日）に、掛込口座欄で指定する口座から、積

金契約者へ通知することなく、掛込額を引落しのうえ掛込を行います。この場合、貯金規定または

当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は行いません。 

  ① 掛込日において、掛込額が振替口座から払い戻すことのできる金額（振替条件で「貸越が発

生しても掛込」を指定したときは、当座貸越を利用できる金額を含む。）を超えるときは、掛込日

から７営業日までの期間に限り前項と同様に掛込を行います。また、７営業日を超えて掛込ができ

なかった場合は、積金契約者へ通知することなく当該掛込を中止します。（追加） 

(3) 定期積金口座振替契約は、定期積金口座振替依頼書の掛込口座欄で指定される貯金が解約され

たとき、または積金契約者から書面の届け出を受けて、掛込方法が口座振替から他の方法に変更さ

れたときに終了するものとします。 

  なお、自動再契約の特約により再契約する定期積金の掛金についても、同様に口座振替を行いま

す。 

 

 

 

３～２３.（省略） 

 

以上 

（令和 3年 4月 1日現在） 

 


